法律クイズ（個人情報保護法２）

Ｑ１　「保有個人データ」には、6か月以内に削除する個人データは含まれない。

Ｑ２　令和2年度改正により、個人情報取扱事業者は、保有個人データの安全管理措置のために講じた措置を開示することが求められている。

Q３　保有個人データに関して公表が求められている事項に、事業所の住所は含まれていない。



（回答）
Ｑ１の答え　　×
令和２年度改正により、「保有個人データ」の定義から、「一年以内の政令で定める期間以内に削除することとなるもの以外のもの」との部分が削除されることにより、6月以内に削除するものも「保有個人データ」に該当することになった（改正法2条7項）。そのため、実務では、個人情報保護規程等、「保有個人データ（6か月以内に削除するものを除く）」等の記載がある場合には、カッコ書きの部分を削除する対応が求められる。

Q２の答え　　×
改正前では、「保有個人データの安全管理措置のために講じた措置」（以下「安全管理措置」という。）は、努力義務で、公表事項ではなかった。しかし、令和2年度改正により、安全管理措置も公表事項に追加された（改正法23条、政令10条）。そのため、実務では、安全管理措置について、プライバシーポリシーへ追記する対応が求められる。
また、安全管理措置の具体的な内容については、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則法）に規定されている「１０　講ずべき安全管理措置の内容」が参考になる。
なお、大阪弁護士会の個人情報保護指針（プライバシーポリシー）の「安全管理措置」の記載は以下のとおりである。
記
第６ 個人情報等の安全管理措置 
本会は、個人情報等への不正アクセス、個人情報等の漏えい、滅失又は毀損等の予防及び是正のため、安全対策を施します。また、これらの安全確保に係る事態が生じたときは、個人情報保護法及び下位法令 並びに関係するガイドラインの定めるところに従います。 
１ 組織的安全管理措置 
（１）個人データの取扱いに関する責任者及びその補佐として、個人情報保護管 理者（会長）及び個人情報保護管理者補佐（事務局長）を設置するとともに個 人データの安全の確保に係る事態又は徴候を把握した場合は、個人情報保護管 理者補佐を通じて、個人情報保護管理者へ報告・連絡する体制を整備します。
（２）就業規則に秘密保持に関する事項を明記するほか、個人情報の管理に関す る内 部マニュアルを定め、これらを本会事務局職員に遵守させるとともに、定 期的な 自己点検及び内部監査を実施します。
（３）個人データを第三者に委託して利用する場合は、当該第三者との間で秘密 保持契約を締結した上で提供するなどし、また、委託先への適切な監督を行います。
２ 人的安全管理措置 
個人データの取扱いに関する留意事項について、継続的かつ定期的な研修を実施 することにより、個人の権利保護の重要性を理解させ、かつ、個人情報保護の確実 な実施を図るよう努めます。
３ 物理的安全管理措置
（１）個人データの盗難等の防止のため、個人データの保管場所の施錠などの諸 対策を行います。
（２）個人データの持出しに当たっては、容易に個人データが判明しないよう、 パスワードを付した機器及び電子媒体等を利用する、個人データが記載された 書類等は封筒に封入し鞄に入れて搬送するなどの対策を行います。
４ 技術的安全管理措置
（１）個人データへのアクセス管理（アクセス可能な担当者の制御等）を実施します。 
（２）個人データを取り扱う情報システムに対する外部からの不正アクセスを防 止する　ための措置を講じます。

Q３の答え　　×
令和2年度改正により、事業所の住所も公表事項に含まれることになった（改正法第27条1項1号）。その他、改正による公表事項の追加としては、事業者である法人の代表者の氏名（改正法第27条1項1号）、個人データの第三者提供時の記録の開示手続（改正法第27条1項3号、28条5項）、令和2年改正により追加された利用停止等の手続（改正法第27条1項3号、30条5項）がある。
そのため、実務では、上記公表事項について、プライバシーポリシーへ追記する対応が求められる。
